
問合せ＝総務課　自治防災係　☎76-1115

　浸水想定区域内や土砂災害警戒区域内にお住まいのか
たで、大雨時に災害発生が見込まれる場合や気象警報の
発表時などは避難が必要です。
　令和２年度に毎戸配布した総合防災ハザードマップ
「みさと防災」で、お住まいの場所が危険かどうか、また、
避難について確認をしておきましょう。
　事前に準備をしておくことで、災害時にも落ち着いて
対応できるようになります。ご自身とご家族の命を守る
ために、行動しましょう。

防災の心がけと災害時 における防災の心がけと災害時 における
避難 の あり方 について避難 の あり方 について

■�避難とは「難」を「避」けることです■�避難とは「難」を「避」けることです
　大雨時に全てのかたが避難する必要がある
わけではなく、また、避難所に行くことだけ
が避難ではありません。
　「みさと防災」３ページの避難行動判定フ
ローで、避難のあり方
を確認し、４ページの
マイタイムライン作
成・確認も併せてして
おきましょう。

■�避難する際は持っていきましょう■�避難する際は持っていきましょう
　避難所で必要と
なるもののほか、
普段からご自身が
必要としているも
のを確認しておき、
持ち出しできるよ
うにしておきましょう。
　「みさと防災」30ページも併せてご確認くだ
さい。

■�避難情報について■�避難情報について
　災害の危険が高まってからでは、避難が困難になる場合があり、警戒レベル５では、
災害状況が確実に把握できないことから、緊急安全確保は発令されないこともあります。
　町では災害発生のおそれがある場合、事前に「自主避難所」を設置し、設置した場合
はホームページ、防災無線、登録制メール、LINEなどでお知らせします。
　お住まいの場所や状況に応じて、早めの避難と必要なものを持ち出しできるように心
がけておきましょう。
　なお、「みさと防災」２ページに警戒レベルと避難情報を掲載していますが、令和３年５月20日の
災害対策基本法改正により、下表のとおり避難情報が変更になりましたので、ご注意ください。

警戒レベル３ 警戒レベル４ 警戒レベル５

取
る
べ
き
行
動

避難に時間を要する人（ご高
齢のかた、障がいのあるかた、
乳幼児等）とその支援者は避
難をしましょう。その他の人
は、避難の準備をしましょう。

速やかに危険な場所から避難
先へ避難しましょう。公的な
避難場所までの移動が危険と
思われる場合は、近くの安全
な場所や、自宅内のより安全
な場所に避難しましょう。

既に災害が発生（または切迫）
している状況です。命を守る
ための最善の行動をとりま
しょう。

避
難
情
報

避難準備・高齢者等避難開始
　⇒ 高齢者等避難

避難勧告・避難指示（緊急）
　⇒ 避難指示

災害発生情報（緊急安全確保）
　⇒ 緊急安全確保

登録制メール
アドレス登録
QRコード

■�気象・防災情報の確認■�気象・防災情報の確認
　各種情報の確認にお役立てください。

気象庁 埼玉県土砂災害警戒情報
システム 埼玉県川の防災情報

　天気予報から自然災害にお
ける防災情報をはじめ、気象
における知識、統計情報を確
認できます。

　土砂災害警戒情報の発表状
況のほか、県内の土砂災害発
生の危険性や土壌雨量指数を
色ごとで網の目状に確認でき
ます。

　河川氾濫情報の発表状況の
ほか、県内を流れる河川の水
位や各観測地点の雨量等を確
認できます。

【URL】https://www.jma.go.jp/jma/
index.html

【URL】https://suibo-river.pref.
saitama.lg.jp

【URL】http://keikai.dosyabousai.
pref.saitama.lg.jp/

問合せ＝�埼玉県　都市計画課　☎048-830-5341
美里町　建設課　管理係　☎76-5134

県ホームページ
QRコード

みさと防災
ＱＲコード

都市計画の案の縦覧について
　児玉都市計画の変更にあたり、都市計画法第17条に基づく都市計画の案の縦覧を次のとおり行います。

◯都市計画の案の縦覧
　日時：11月10日㈮～11月24日㈮（土日・祝日を除く　午前8時30分から午後5時15分まで）
　場所：美里町建設課、本庄市都市計画課、神川町建設課、上里町まちづくり推進課、埼玉県都市計画課、
　　　　埼玉県本庄県土整備事務所
　内容：「児玉都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の変更案（埼玉県決定）

○案に対する意見書の提出
　対　　象：美里町、本庄市、神川町、上里町の住民および利害関係人
　提出方法：�持参または郵送（必着）で、美里町建設課（〒367-0194）もしくは埼玉県

都市計画課（〒330-9301　所在地記入不要）まで提出。なお、埼玉県電子
申請届出サービスによる提出もできます。届出サービスの詳細は、埼玉県ホー
ムページをご確認ください。

　提出期限：11月24日㈮　午後５時15分まで（期日必着）
　提 出 先：�美里町建設課、本庄市都市計画課、神川町建設課、上里町まちづくり推進課、埼玉県都市計

画課または埼玉県本庄県土整備事務所
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